
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２仙第４５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月１日 ０４時０５分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市綾里
りょうり

埼南南東方沖 

綾里埼灯台から真方位１２０°７.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°５７.８′ 東経１４１°５９.５′） 

事故等調査の経過 平成２４年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第五十八正栄
しょうえい

丸、２,７７４トン 

   １３６５４５、正栄海運株式会社 

Ｂ 漁船 第二志
し

田
だ

丸、４.６トン 

   ＩＴ３－３４２６２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に擦過傷、後部マストに曲損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか６人が乗り組み、法定灯火を

表示し、霧で視界が制限された状況下、綾里埼南南東方沖を速力約１

２ノットで自動操舵により南進していた。 

 二等航海士Ａは、平成２４年８月１日０２時５０分ごろ次席二等航

海士Ａと共に船橋当直に就き、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて３０

分ごとにレーダーのレンジを切り替えながらレーダー画面を監視して

いた。 

次席二等航海士Ａは、操舵スタンドの近くで立って見張りを行って

いた。 

二等航海士Ａは、０４時０４分ごろ、Ｂ船が船首方約３００ｍにな

り、Ｂ船の白色の作業灯を初めて視認し、右舷対右舷で通過するもの

と思い、速力を保持して航行していたが、間もなく、Ｂ船の船首がＡ

船の右舷方を向いているのを認め、左舵約３０°を取り、機関を停止

したところ、平成２４年８月１日０４時０５分ごろ、綾里埼南南東方

沖において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、航海灯及び作業灯を表示し、機

関を中立として船首を北北西方に向け、たこかごの揚縄を行いなが

ら、１.５Ｍレンジとしたレーダー及び目視により見張りを行ってい



 

た。 

船長Ｂは、０４時０２分ごろ、右舷船首方約５６０ｍにＡ船をレー

ダーで初認し、同船の両舷灯を視認してＡ船がＢ船に接近するのを認

めたものの、Ａ船がＢ船を避けて右舷対右舷で通過するものと思って

いた。 

船長Ｂは、相手船の方位に変化がなく、間近になってもＡ船がＢ船

を避けようとしないので、縄を海中に入れた状態で機関を前進とした

ものの、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南、風力 ５、視程 約６００ｍ 

海象：波向 南東、波高 約１.５ｍ 

日出時刻：０４時３２分 

 その他の事項 Ａ船及びＢ船は、いずれも視界制限状態における音響信号（以下

「霧中信号」という。）を行っていなかった。 

Ａ船及びＢ船は、汽笛を装備していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧により視界制限状態となった綾里埼南南東方沖を南進

中、二等航海士Ａが、レーダーによる見張りを適切に行わずに航行し

ていたことから、船首方約３００ｍに接近したＢ船を初認し、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

二等航海士Ａは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて３０分ごとにレ

ーダー画面を監視していたことから、レーダーによる見張りを適切に

行っていなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、霧により視界制限状態となった綾里埼南南東方沖において

揚縄をして漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に接近するＡ船を認めていたもの

の、Ａ船がＢ船を避けて右舷対右舷で通過するものと思い込んで揚縄

を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、霧により視界制限状態となった綾里埼南南東方沖

において、Ａ船が南進中、Ｂ船が揚縄をして漂泊中、二等航海士Ａが

レーダーによる見張りを適切に行わず、また、船長ＢがＡ船がＢ船を

避けて右舷対右舷で通過するものと思い込んで揚縄を続けたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態の海域を航行する際は、霧中信号を行い、安全な速

力に減じて航行し、小型船舶のレーダー映像を早期に発見できる

ようレーダーのレンジを適宜変えて常時見張りを行うこと。 

・他船が接近する場合、衝突を避けるための動作を余裕のある時期



 

にとること。 

 




